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i n f o r m a t i o n

具
志
川
ド
ー
ム
一
般
開
放
に
つ
い
て

　

８
月
１
日
か
ら
具
志
川
ド
ー
ム
が
一
般
開

放
に
な
り
ま
し
た
。
相
撲
・
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

･

野
球
・
テ
ニ
ス
・
ジ
ョ
ギ
ン
グ
・
ゲ
ー
ト
ボ
ー

ル
・
フ
ッ
ト
サ
ル
な
ど
が
可
能
で
す
。
詳
し

く
は
具
志
川
総
合
体
育
館
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
利
用
時
間
】
火
曜
日
〜
日
曜
日

　
　
　
　
　
（
月
曜
日
休
館
）

                 

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
10
時

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
見
る
た
め
の
簡
易
な

チ
ュ
ー
ナ
ー
給
付
な
ど
の
支
援
に
つ
い
て

　

総
務
省
で
は
、
経
済
的
な
理
由
等
で
地
上

デ
ジ
タ
ル
放
送
が
見
ら
れ
な
い
世
帯
（
具
体

的
に
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
全
額
免
除
世
帯
が
対

象
で
す
。）
に
対
し
て
、
簡
易
な
チ
ュ
ー
ナ
ー

を
無
償
給
付
す
る
な
ど
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

　

支
援
開
始
は
平
成
21
年
秋
以
降
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
具
体
的
な
申
込
み
先
、
受
付
開

始
時
期
は
、
準
備
が
整
い
次
第
改
め
て
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

※
支
援
の
申
込
み
に
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
受
信
契

約
を
結
び
、
全
額
免
除
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
必
要
で
す
。
な
る
べ
く
早
め
に
契

約
手
続
等
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
支
援
は
現
物
給
付
で
す
。
御
自
身
で
購
入

し
た
チ
ュ
ー
ナ
ー
、
ア
ン
テ
ナ
等
の
費
用

の
清
算
は
で
き
ま
せ
ん
。

社
会
体
育
課

　
９
７
３
｜
０
２
３
０

第
４
回
う
る
ま
祭
り
出
店
者
募
集

　

出
店
説
明
会
及
び
場
所
抽
選

【
と　

き
】
10
月
８
日

【
と
こ
ろ
】
う
る
ま
市
商
工
会
本
所

【
対　

象
】
市
内
外
業
者
、

　
　
　
　

 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

【
定　

数
】
約
60
業
者

【
申
込
期
間
】
９
月
14
日
〜
10
月
２
日

　

※
定
数
に
達
し
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

う
る
ま
市
商
工
会
本
所

　
　
　
　
　
　
　
　

1
９
７
３
｜
１
０
０
０

　

観
光
課　
　
　

  

1
９
６
５
｜
５
６
３
４

第
５
回
う
る
ま
市
畜
産
共
進
会
が
開

催
さ
れ
ま
す

　

う
る
ま
市
で
飼
養
さ
れ
て
い
る
肉
用
牛
・

種
豚
の
質
を
競
い
、
銘
柄
の
確
立
及
び
飼
養

農
家
の
生
産
技
術
の
向
上
を
図
る
た
め
、
畜

産
共
進
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
と　

き
】
９
月
10
日
（
木
）
午
前
10
時

【
と
こ
ろ
】
中
部
家
畜
セ
リ
市
場

　
　
　
　
　
（
う
る
ま
市
字
豊
原
）

観
光
課

９
６
５
｜
５
６
３
４

総
務
省
地
上
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

０
５
７
０
｜
０
７
｜
０
１
０
１

農
政
課

９
６
５
｜
５
６
２
４

平成 21年 10月１日から
飼い犬・飼いねこの引き取りは有料になります。

飼い主の責任の明確化や安易な引き取りの防止、受益者負担等の観点から、手数料が必要になりました。
引取に出す前に、動物愛護の精神から命の大切さと飼い主の責任をもう一度よく考えてください。

動 物 を 捨 て る こ と は 犯 罪 で す ！
　飼っている動物を捨てることは、虐待であり「動物の愛護及び管理に関する法律」で禁止されてい
ます。
違反すると、最大 50万円の罰金が科せられます。
　去った平成 21年４月１日から、沖縄県動物愛護管理センターの方針で、飼い犬・飼いねこの引取
りが市役所ではできなくなっています。どうしても飼い続ける事ができず引取りを希望する場合は、
沖縄県動物愛護管理センターへ直接お問い合わせください。

沖縄県動物愛護管理センター　1９４５−３０４３

□ どうしても飼い続けることができませんか？
　
□ 他で飼ってもらえるところはありませんか？

□ 家族全員で話し合いましたか？

□ 引き取られた犬やねこがその後どうなるか
　 ご存知ですか？

引き取り手数料（平成 21年 10月１日以降）

91日齢以上
　   〃　
91日齢未満
91日齢以上
91日齢未満

（30Kg以上）
（30Kg未満）

3,500円
2,500円

500円
2,500円

500円

【犬の場合】

【猫の場合】


